
 

瀬戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２２年３月３１日 

瀬戸市長 増 岡 錦 也  

瀬戸市条例第２０号 

   瀬戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 瀬戸市国民健康保険条例（昭和３６年瀬戸市条例第１号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（賦課期日後において、納付義務の発生、消滅

又は被保険者数の異動等があった場合） 

（賦課期日後において、納付義務の発生、消滅

又は被保険者数の異動等があった場合） 

第１４条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生

し、１世帯に属する被保険者数が増加若しくは

減少し、又は１世帯に属する被保険者が介護納

付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金

賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康

保険法施行令第２９条の７の２第２項に規定す

る特例対象被保険者等（以下「特例対象被保険

者等」という。）となった場合における当該納

付義務者に係る第８条、第１１条の２、第１１

条の６の３若しくは第１１条の６の７の額（被

保険者数が増加若しくは減少した場合（特定同

一世帯所属者に該当することにより被保険者数

が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険

者等となった場合における当該納付義務者に係

る世帯別平等割額を除く。）若しくは第１１条

の８の額又は第１６条第１項各号に定める額若

しくは同条第３項若しくは第４項の規定により

読み替えて準用する同条第１項各号に定める額

の算定は、それぞれ、その納付義務が発生した

第１４条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生

し、又は１世帯に属する被保険者数が増加し、

若しくは１世帯に属する被保険者が介護納付金

賦課被保険者となった場合における当該納付義

務者に係る第８条、第１１条の２の額若しくは

第１１条の６の３、第１１条の６の７の額若し

くは第１１条の８の額又は第１６条第１項各号

に定める額若しくは同条第３項若しくは第４項

の規定により読み替えて準用する同条第１項各

号に定める額の算定は、それぞれ、その納付義

務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しく

は１世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被

保険者となった日の属する月から、月割をもっ

て行う。 



 

日、被保険者数が増加若しくは減少した日（法

第６条第１号から第８号までの規定のいずれか

に該当したことにより被保険者数が減少した場

合においては、その減少した日が月の初日であ

るときに限り、その前日とする。）又は１世帯

に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者と

なった若しくは介護納付金賦課被保険者でなく

なった日若しくは特例対象被保険者等となった

日の属する月から、月割をもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場

合における当該納付義務者に係る第８条、第１

１条の２、第１１条の６の３若しくは第１１条

の６の７の額若しくは第１１条の８の額又は第

１６条第１項各号に定める額若しくは同条第３

項若しくは第４項の規定により読み替えて準用

する同条第１項各号に定める額の算定は、その

納付義務が消滅した日（法第６条第１号から第

８号までの規定のいずれかに該当したことによ

り納付義務が消滅した場合においては、その消

滅した日が月の初日であるときに限り、その前

日とする。）の属する月の前月まで、月割をも

って行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅し、又

は１世帯に属する被保険者数が減少し、若しく

は１世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被

保険者でなくなった場合における当該納付義務

者に係る第８条、第１１条の２の額若しくは第

１１条の６の３、第１１条の６の７の額若しく

は第１１条の８の額又は第１６条第１項各号に

定める額若しくは同条第３項若しくは第４項の

規定により読み替えて準用する同条第１項各号

に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務

が消滅し、又は被保険者数が減少した日（法第

６条第１号から第８号までの規定のいずれかに

該当したことにより納付義務が消滅し、又は被

保険者数が減少した場合においては、その消滅

し、又は減少した日が月の初日であるときに限

り、その前日とする。）若しくは介護納付金賦

課被保険者でなくなった日の属する月の前月ま

で、月割をもって行う。 

３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 

（特例対象被保険者等の特例）  

第１６条の２ 世帯主又は当該世帯に属する被保

険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被

保険者等である場合における第９条第１項及び

前条第１項の規定の適用については、第９条第

１項中「規定する総所得金額」とあるのは「規

定する総所得金額（特例対象被保険者等の総所

 



 

得金額に給与所得が含まれている場合において

は、当該給与所得については、所得税法（昭和

４０年法律第３３号）第２８条第２項の規定に

よって計算した金額の１００分の３０に相当す

る金額によるものとする。第２項において同

じ。）」と、「所得の金額（同法」とあるのは

「所得の金額（地方税法」と、前条第１項第１

号中「総所得金額（」とあるのは「総所得金額

（特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得

が含まれている場合においては、当該給与所得

については、所得税法第２８条第２項の規定に

よって計算した金額の１００分の３０に相当す

る金額によるものとする。」と、「ついては、

同法」とあるのは「ついては、地方税法」と、

「所得税法（昭和４０年法律第３３号）」とあ

るのは「所得税法」とする。 

（特例対象被保険者等に係る届出）  

第２１条の３ 特例対象被保険者等の属する世帯

の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を

市長に提出しなければならない。 

 

⑴ 氏名及び住所  

⑵ 特例対象被保険者等の氏名  

⑶ 離職年月日  

⑷ 離職理由  

２ 前項の届出は、特例対象被保険者等の雇用保

険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第

１７条の２第１項第１号に規定する雇用保険受

給資格者証を提示して行わなければならない。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 



 

２ 改正後の瀬戸市国民健康保険条例の規定は、平成２２年度分の保険料

から適用し、平成２１年度分までの保険料については、なお従前の例に

よる。 


